
船舶インシデント調査報告書 

令和３年１月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 座洲 

発生日時 令和２年１月２５日 ２１時３０分ごろ 

発生場所 青森県八戸市の新井田
に い だ

川河口 

 八戸大橋橋梁灯から真方位１９０°６６０ｍ付近 

 （概位 北緯４０°３１.５′ 東経１４１°３１.３′） 

インシデントの概要  旅客船新井
に い

田
だ

丸は、航行中、浅所に座洲した。 

インシデント調査の経過 令和２年１月３０日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

旅客船 新井田丸、１９トン 

 ２３５－３１３５３青森、ブルーカンパニー株式会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

水象：水上 平穏、潮汐 下げ潮の末期（大潮）、潮高 約－３cm

（八戸） 

 インシデントの経過 

 

 本船は、船長ほか２人が乗り組み、旅客２０人を乗せ、八戸市八戸

港内の遊覧を終え、新井田川河口を専用桟橋がある上流に向けて航行

中、浅所に座洲した。 

本船の喫水は、船首約１.０ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

 船長は、これまでに海図で新井田川の水深を確認したことがなく、

本インシデント発生日も、発航に先立って潮汐により水深と喫水の差

（余裕水深）を確認していなかった。 

 船長は、本インシデント後に深浅測量図を入手し、インシデント発

生までは川の中央を航行していたが、河口に向かって左岸寄りの水深

が川の中央及び右岸寄りよりも深いことを確認した。 

海図Ｗ６５（令和元年６月６日刊行）によれば、インシデント発生

場所付近の水深は２.５ｍと表示されていたものの、本船の発着場付

近の水深は１.３ｍと表示されていた。 

分析  本船は、航行中、船長が十分な余裕水深を知らない状態で航行した

ことから、浅所に座洲したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、航行中、船長が十分な余裕水深

を知らない状態で航行したため、浅所に座洲したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行経路の水深を把握しておくこと。 



 ・運航管理者は、十分な余裕水深を確保した航行経路を計画するこ

と。 

 


